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第 1 章  共同住宅における一次エネルギー消費量の算出について 

 

共同住宅において認定表示に係る認定を取得する、あるいは建築物全体として性能向上計画認

定を取得する場合、各単位住戸で行う計算に併せ当該建築物の共用部や複合建築物における非住

宅用途部分の計算を併せて行うことが必要となる。 

 非住宅用途部分に係る計算は、住宅用途を有しない非住宅建築物に係る計算と同一となるため

本書における解説は省略する。以下では共同住宅共用部における一次エネルギー消費量の計算に

ついて解説する。 

 なお、共同住宅共用部には、適用される外皮基準は設けられていないため、一次エネルギー消

費量に係る計算のみを行えば良いこととなる。 

 

 

１．共同住宅における住棟認定の考え方について 

 共同住宅において住棟として認定を受ける場合、一次エネルギー消費量及び外皮に係る適合判

断は、各認定制度において用いることができる基準等を踏まえると、以下のように整理すること

ができる。 

 

（1）性能向上計画認定の場合 

 性能向上計画認定における適合判断は、以下のとおりとなっている。一次エネルギー消費量に

関しては、各住戸と共用部における設計値を合計し、誘導基準値の合計値以下であることを確認

することとなるが、ここで注意が必要なのは、一次エネルギー消費量基準については必ずしも各

住戸で適合する必要はなく、共用部分も含めた全住戸の一次エネルギー消費量の合計が、誘導基

準値の合計を下回っていれば良いという点である。 

 なお、外皮基準については一次エネルギー消費量に係る基準と異なり、各住戸で適合すること

が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○共同住宅（非住宅用途無し） 住棟認定の適合判断 

 

適合判断  ・認定対象建築物における一次エネルギー消費量について、 

Σ(各住戸設計値) の合計  Σ(各住戸誘導基準値)の合計 

            ＋       ≦       ＋ 

Σ(共用部設計値) の合計  Σ(共用部誘導基準値)の合計 

 

・各住戸における外皮性能（※）について、 

        ＵＡ値設計値 ≦ ＵＡ値基準値 かつ  

ηＡC値設計値 ≦ ηＡC値基準値 
 

※ 建築物省エネ法施行の際現に存する建築物除く。 
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（2）認定表示の場合 

 認定表示における適合判断は、以下のとおりとなっている。本認定においては、性能向上計画

認定と異なり住宅に係る仕様基準を用いることが可能となっているが、仕様基準は一次エネルギ

ー消費量の値を算出することができないため、仕様規定を用いた単位住戸は住戸ごとに一次エネ

ルギー消費量基準に適合していることが必要となっている。 

 さらに、外皮において仕様基準を用いる場合、一次エネルギー消費量の算出に必要な外皮性能

に関する数値の計算が行われていないため、結果として一次エネルギー消費量についても仕様基

準を用いることが必要となってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○共同住宅（非住宅用途無し） 住棟認定の適合判断 

 

適合判断  ・認定対象建築物における一次エネルギー消費量について、 

Σ(各住戸設計値)の合計   Σ(各住戸基準値)の合計 

            ＋      ≦      ＋ 

Σ(共用部設計値)の合計   Σ(共用部基準値)の合計 

又は 

各住戸の設備毎の仕様基準への適合 かつ 

Σ(共用部設計値)の合計 ≦ Σ(共用部基準値)の合計 

 

・各住戸における外皮性能（※）について、 

        ＵＡ値設計値  ≦  ＵＡ値基準値 かつ  

ηＡＣ値設計値  ≦  ηＡＣ値基準値  

又は 

各住戸の外皮の仕様基準への適合 
注 住戸の外皮に仕様基準を用いた場合、当該住戸の設備は設備毎の仕様基準に 

よることとなる。 
※ 建築物省エネ法施行の際現に存する建築物除く。 
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２．共同住宅共用部における一次エネルギー消費量の算出について 

 住戸部分における基準適合等については前章までに記載した内容によることとなり、住戸以外

の共用部については、非住宅と同様の方法で一次エネルギー消費量を算出する方法と、簡易に適

合判断を行う方法が用意されている。 

 なお、共用部には外皮基準が設けられていないため、共用部に該当する部分については外皮性

能に係る審査は不要となる。 

ここで共用部とは、専ら住宅の用途に供する部分をいい非住宅用途と共有する部分は非住宅用

途として判断することが基本となる。ただし、近年の建築物の大規模複合化に伴い、判断に迷う

ケースが生ずることも想定される。その場合、当該計画から想定されるエネルギー使用の状況を

鑑み、適切に判断を行うことが必要となる。 

 

（1）計算対象とする部分（室用途） 

 共用部における一次エネルギー消費量の計算対象となる部分（以下「室用途」という。）は、表

5-2-1 において丸印（○）が付された室用途となる。共用部に該当するが、表 5-2-1 の用途に

あてはまらない居住者専用の特殊な室（例：プール、バーラウンジ等）については、非住宅の室

用途分類からあてはまる室用途を選択して計算を行うこととなる。 

 

表 5-2-1 共用部の計算対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物用途 室用途※ 空調計算 

対象室 

換気計算 

対象室 

給湯計算 

対象室 

照明計算 

対象室 

共同住宅 屋内廊下 ○   ○ 

屋外廊下（屋外階段含

む。） 

   ○ 

ロビー ○   ○ 

管理人室 ○  ○ ○ 

集会室 ○  ○ ○ 

屋内駐車場  ○  ○ 

機械室  ○  ○ 

電気室  ○  ○ 

廃棄物保管場所等（ご

み置場含む。） 

 ○  ○ 

※ 室用途名に合致しない室であっても、エネルギーの使用状況に関してこれらに類す

るものと判断される場合は、上表に定める室用途として計算を行うこととする。 

※ 当該共同住宅に居住していない者が短期間ゲストとして滞在するための室（ゲスト

ルーム）は、一次エネルギー消費量については住戸として計算を行うこととする。

（住戸として外皮基準への適合は求めない。） 
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なお、上記及び居住者専用の特殊な室以外で、以下のような室は計算対象とならない他、計算

対象とならない設備なども定められている。 

 1）計算の対象とならない室の例 

  ① 物品、サービス等を生産するための建物及び室 

水処理設備等が設置された室 

  ② 防災、安全、防犯、避難及びその他特殊な用途のための室 

防災、安全、防犯、避難及びその他特殊な用途のための室については、本来の目  的

に影響を及ぼすことが考えられることから計算の対象とはしない。以下にその例を示す。 

・ 免震、制震設備等が設置された室 

・ 非常用の発電設備、バックアップ用機器等が設置された室 

・ 水害等の災害対策のために設けられた室 

・ シェルター等 

2）計算の対象とならない設備の例 

非常時における発電設備やバックアップ用機器のような定常的に稼動しないことが明確で

ある設備、誘導灯や防犯灯のような安全、防犯、避難に係る設備は計算の対象とはしない。

以下にその例を示す。 

・ 常時運転しない非常用発電機室の換気設備 

・ 予備機としての空調設備・換気設備 

・ 蓄電池室の水素除去用換気設備 

・ オイルタンク室の油分除去用換気設備 

・ 不活性ガス消火の鎮火後用の排風機のように常時運転されない換気設備 

・ 常時点灯しない階段通路誘導灯 

 

（2）一次エネルギー消費量の計算方法の概要 

 共用部分における一次エネルギー消費量を算出する場合は、住宅の一次エネルギー消費量の算

出と同様に、建研ホームページ上に設けられた専用プログラムを用いることとなる。 

 ただし、算出に際しては住宅用のプログラムを用いるのではなく、非住宅建築物用のプログラ

ム（以下「非住宅プログラム」という。）を用いることとなるので注意する必要がある。非住宅プ

ログラムは住宅用と異なり、別に用意されたエクセルファイルに室面積や設置する設備機器性能

等の必要情報を入力し、CSV ファイル形式で保管したデータを Web 上の非住宅プログラムに読

み込ませることで計算を行う方式となっている。 

 以下に、入力が行われる各シートの相関を図 5-2-1 で示す。 
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図 5-2-1 各入力シートの相関 

 

 図において、計算対象となる設備が設置されていない場合は、該当するシートに入力を行う必

要は無い（例えば昇降機設備の設けられていない共同住宅など。）。 
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（３）審査の方法について 

 審査は、計算等に用いられた仕様や設備機器等の性能が図面に明示されていることを確認する

ことが中心となる。 

例えば、非住宅プログラムにより申請が行われた場合、当該プログラムに入力された内容が計算

結果出力シートに記載されているので、図面をもとにその入力の妥当性を確認することとなる。 

 なお、各設備機器等の入力は、基本的に非住宅建築物と同一のルールとなっているが、以下の

部分については、非住宅建築物の入力と取扱いが異なっているので注意する必要がある。 

1）共同住宅共用部に設置される昇降機については、主にサービスを提供する室（室用途）に

関わらず一律の計算がプログラムでは行われる。 

2）非住宅建築物については、売電を行う太陽光発電は審査の対象として含めることはできな

いが、共同住宅共用部については、太陽光発電設備による発電量のうち自己消費量のみを当

該建物の設計一次エネルギー消費量の削減量として評価をすることが可能となっている。こ

こで、共同住宅における太陽光発電設備の評価方法の詳細は次章によることとする。 

 

 

 

図 5-2-2 様式 2-5 熱源入力シートの入力内容出力シートの例 
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共用部の入力の妥当性を確認した後、計算結果として共用部の一次エネルギー消費量が算出さ

れることとなるので、住戸部分の一次エネルギー消費量の値と合計し、建築物全体として適合判

断を行うこととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-3 一次エネルギー消費量計算結果の出力シートの例 
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第 2 章  共同住宅共用部における一次エネルギー消費量算定事例 

 

 建築物用途が「共同住宅」であるものを例として、共用部に係る計算結果を示す。 

以下の事例は、非住宅用途を含んだ複合建築物となり、非住宅用途と共用部について標準入力

法による一次エネルギー消費量計算を行っている。事例において太線四角で囲んだ部分が共同住

宅の共用部に関するものとなっており、非住宅用途部分を有さない場合は当該部分のみを入力シ

ートに入力すれば良い。 

 

（1）様式 1.（共通条件）室仕様入力シート の入力例 

 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

共用部に係る全ての計算対象室がもれなく入力されているか。→ 入力項目① 

< Point２>  

設備機器の系統などに応じた室名の区分が設定されているか。 → 入力項目①③ 

共用部に関する部分 
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< Point３>  

各室の区分ごとに面積、階高、天井高が正しく入力されているか。 → 入力項目③④⑤ 

< Point４>  

共用部における室用途の確認が行えるか。 → 入力項目①② 

< Point５>  

各室に存在する設備（「空調」「換気」「照明」「給湯」）が、計算可能な室用途に設定されてい

るか。 → 入力項目②⑥ 

 

 

＜確認図書の例＞ 平面図など 

 

1 階平面図（抜粋） 

  

共用部に関する部分 
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（2）様式 2-1. （空調）空調ゾーン入力シート の入力例 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

空調計算の対象となる室がもれなく入力されているか。→ 入力項目① 

< Point２>  

空調ゾーンが正しく設定されているか。→ 入力項目② 

< Point３>  

空調ゾーンごとに「室負荷を処理する空調機群」「外気負荷を処理する空調機群」が正しく転

記されているか。→ 入力項目③④ 

 

  

共用部に関する部分 
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＜確認図書の例＞ 空気調和設備 １階平面図 

 

 

空気調和設備 １階平面図（抜粋） 
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（3）様式 2-2.（空調）外壁構成入力シート の入力例 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

外壁、屋根、外気に接する床、土間床等の部位がもれなく入力されているか。 

→ 入力項目① 

< Point２>  

「外壁」もしくは「接地壁」が正しく選択されているか。→ 入力項目② 

< Point３>  

外壁等の熱貫流率もしくは部位構成が正しく入力されているか。 

→ 入力項目③④⑤⑥ 
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＜確認図書の例＞ 仕様書、断面図、矩計図など 

 

部位別断面詳細図（抜粋） 
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（4）様式 2-3.（空調）窓仕様入力シート の入力例 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１> 

窓等がもれなく入力されているか。→ 入力項目① 

< Point２> 

窓等の熱貫流率、日射侵入率もしくはガラスの仕様が正しく入力されているか。 

→ 入力項目②③④⑤ 

 

＜確認図書の例＞ 外部建具表など 

 
ガラス仕様表（抜粋） 
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（5）様式 2-4.（空調）外皮仕様入力シート の入力例 

 

 
 

【主な確認事項】 

< Point１>  

空調ゾーンごとに外壁等の各方位の面積が正しく入力されているか 。 

→ 入力項目②④⑤ 

< Point２>  

空調ゾーンごとに 窓の各方位の面積が正しく入力されているか。 → 入力項目②⑥⑦ 

< Point３>  

冷房期、暖房期それぞれの日除け効果係数が正しく計算されているか。 → 入力項目③ 

< Point４>  

ブラインドの有無が正しく入力されているか。→ 入力項目⑧ 

  

共用部に関する部分 
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＜確認図書の例＞ 求積図または、平面図、立面図、面積表、外部建具表など 

  

 

外皮求積図（省エネ申請用） （抜粋） 

 

  

空調ゾーン（共用部） 

空調ゾーン（共用部） 
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（6）様式 2-5.（空調）熱源入力シート の入力例 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

熱源群が正しく記載されているか 。→ 入力項目① 

< Point２>  

熱源群のシステム（冷暖同時供給、台数制御の有無）が正しく選択されているか。 

→ 入力項目②③ 

< Point３>  

空調システムの熱源機種が正しく選択されているか。→ 入力項目⑥ 

< Point４>  

熱源機種（冷熱生成）の仕様が正しく入力されているか。→ 入力項目⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ 

< Point５>  

冷却塔の仕様が正しく入力されているか。→ 入力項目⑭⑮⑯ 

< Point６>  

熱源機種（温熱生成）の仕様が正しく入力されているか。→ 入力項目⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ 

※蓄熱システムを採用の場合 

< Point７>  

蓄熱システムの運転モードが正しく選択されているか。→ 入力項目④ 

< Point８>  

蓄熱システムの蓄熱容量が正しく入力されているか。→ 入力項目⑤ 

 

  

共用部に関する部分 
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＜確認図書の例＞ 空気調和設備 機器表(空調)、仕様書、配管系統図など 

 

 

空気調和設備 機器表（抜粋） 

 

  

共用部に関する部分 



19 

 

（7）様式 2-7.（空調）空調機入力シート の入力例 

 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

空調機群が正しくに設定されているか。→ 入力項目① 

< Point２>  

空調機等の台数及び空調機タイプが正しく記載されているか。→ 入力項目②③ 

< Point３>  

空調機の能力が正しく記載されているか。→ 入力項目④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

< Point４>  

空調機の各種制御の有無が正しく記載されているか。→ 入力項目⑪⑫⑬⑭ 

< Point５>  

全熱交換器の有無及び仕様が正しく記載されているか。→ 入力項目⑮⑯⑰⑱ 

※二次ポンプが設置される場合 

< Point６>  

空調機群ごとの熱源機器が正しく転記されているか。→ 入力項目⑳、㉑ 

 

＜確認図書の例＞ 空気調和設備 機器表(空調)、仕様書など 

 （6）様式 2-5.（空調）熱源入力シート の入力例  

  空気調和設備 機器表（抜粋）から確認  

  （本事例は、熱源群を構成しておらず、熱源と空調機で 1 系統としているため、機器表では

熱源と空調機を分類せずに仕様を記載している） 

 

  

共用部に関する部分 
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（8）様式 3-1. (換気)換気対象室入力シート の入力例 

 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

換気計算対象室がもれなく転記されているか。→ 入力項目① 

< Point２>  

換気機器及び換気代替空調機の名称が正しく転記されているか。→ 入力項目③ 

 

＜確認図書の例＞ 空気調和設備 １階平面図 

 

  

換気対象室（共用部） 

換気対象室（共用部） 

共用部に関する部分 
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（9）様式 3-2. (換気)給排気送風機入力シート の入力例 

 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

換気機器がもれなく拾われているか。→ 入力項目① 

< Point２>  

換気機器の性能が正しく入力されているか。→ 入力項目②③ 

< Point３>  

換気機器の各種制御の有無が正しく入力されているか。→ 入力項目④⑤⑥ 

 

  

共用部に関する部分 
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＜確認図書の例＞ 機器表(換気)、換気計算表など 

 

 

 

空気調和設備 機器表（換気） （抜粋） 

 

 

空気調和設備 換気計算表 （抜粋） 
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（10）様式 4. (照明)照明入力シート の入力例 

 

 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

照明計算対象室がもれなく転記されているか。→ 入力項目① 

< Point２>  

室の間口・奥行きもしくは室指数が正しく入力されているか。→ 入力項目②③④ 

< Point３>  

照明器具の消費電力が正しく入力されているか。→ 入力項目⑦ 

< Point４>  

機器ごとに照明器具の台数が正しく入力されているか。→ 入力項目⑧ 

< Point５>  

照明器具の各種制御の有無が正しく入力されているか。→ 入力項目⑨⑩⑪⑫⑬⑭ 

 

  

共用部に関する部分 
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＜確認図書の例＞ 照明設備図、姿図など 

 

電灯設備 １階平面図（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明器具姿図（抜粋） 
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（11）様式 5-1. (給湯)給湯対象室入力シート の入力例 

 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

「給湯計算対象室」がもれなく転記されているか。→ 入力項目① 

< Point２>  

節湯器具の有無が正しく選択されているか。→ 入力項目③ 

< Point３>  

給湯箇所に対応する給湯機器が正しく転記されているか。→ 入力項目④ 

 

＜確認図書の例＞ 平面図、給湯設備図、機器表（給湯器）、衛星器具表など 

 

給排水衛生設備 １階平面図（抜粋）        機器表・器具表（抜粋） 

  

共用部に関する部分 
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（12）様式 5-2. (給湯)給湯機器入力シート の入力例 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

給湯機器の燃料の種類が正しく入力されているか。→ 入力項目② 

< Point２>  

給湯機器熱源の性能が正しく入力されているか。→ 入力項目③④ 

< Point３>  

給湯配管の保温仕様及び接続口径が正しく入力されているか。→ 入力項目⑤⑥ 

※太陽熱利用給湯システムを採用の場合 

< Point４>  

太陽熱利用給湯の仕様が正しく入力されているか。→ 入力項目⑦⑧⑨ 

 

＜確認図書の例＞ 給湯設備図、機器表（給湯器）など 

 

給排水衛生設備 機器表・器具表（抜粋） 

共用部に関する部分 
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（13）様式 6. (昇降機)昇降機入力シート の入力例 

 

 

 

【主な確認事項】 

< Point１>  

計算対象となる昇降機がもれなく拾われているか。→ 入力項目②③ 

< Point２>  

昇降機を主に利用する室（主要な対象室）が正しく選択されているか。→ 入力項目① 

< Point３>  

昇降機の仕様が正しく入力されているか。→ 入力項目④⑤⑦ 

< Point４>  

昇降機の輸送能力係数が正しく設定、入力されているか。→ 入力項目⑥ 

 

＜確認図書の例＞ 平面図、昇降機設備図など 

 

エレベーター詳細図 

                 拡大→ 

 

 

 


